
育休代替任期付職員・臨時的任用職員の勤務条件の概要 
 

 （令和３年９月現在） 

区分 育休代替任期付教諭 臨時的任用教諭 

任用事由 
正規職員が１年を超えて育休を請求する場合の

代替職員 

①正規職員の欠員補充のための職員 

②小中学校の少人数教育の実施のために必要な職員 

③正規職員の育休取得等による代替職員（１年以下の

任用に限る。） 

任用期間 

正規職員が育休を請求した期間の範囲内（３年以

内） 

※任用期間満了後、再度の任用の可能性あり 

①及び②…６月以内（更新し６月追加） 

③…………育休の取得期間（１年以内） 

※いずれも再度の任用の可能性あり 

勤務時間 週当たり３８時間４５分 週当たり３８時間４５分 

給料月額 受験案内に記載のとおり 
受験案内に記載のとおり（ただし、加算される前職の

経験年数に一定の上限あり） 

期末・勤勉手

当 

（４月１日に新規で採用された場合） 

６月支給  ０．９３月分 

１２月支給 ２．０２５月分 

３月支給  ０．４月分 

（計    ３．３５５月分） 

※６月の期末勤勉手当については、前年１２月か

ら３月末までの期間（４月１日と引き続いている

場合に限る）に臨時的任用職員等の任用がある場

合、支給月数が加算される場合あり 

（４月１日に新規で採用された場合） 

６月支給  ０．９３月分 

１２月支給 ２．０２５月分 

３月支給  ０．４月分 

（計    ３．３５５月分） 

※６月の期末勤勉手当については、前年１２月から３

月末までの期間に臨時的任用職員等の任用がある場

合、支給月数が加算される場合あり 

退職手当 有（職員の退職手当に関する条例に基づき支給） 
有（６月以上の任用がある場合に限り、職員の退職手

当に関する条例に基づき支給） 

その他手当 
通勤手当（※）、扶養手当、住居手当等 

※任用が月中途の場合、通勤手当は翌月から支給 

通勤手当（※）、扶養手当、住居手当等 

※任用の始期・終期が月中途の場合、日割りにより通

勤手当を支給 

年次有給休暇 

年間最大２０日付与（翌年度への繰り越しあり） 

※年度中途に任用された場合は、任用の月に対応

して付与 

年間最大２０日付与（翌年度への繰り越しあり） 

※年度中途に任用された場合や１１月以下の任用の場

合は、任用月数に応じて付与 

特別休暇 
結婚休暇、子の看護休暇、出産（産前・産後）休

暇、忌引等 

結婚休暇、子の看護休暇、出産（産前・産後）休暇、

忌引等 

病気休暇 有 有 

育児休業 無（育児短時間勤務も無） 無（育児短時間勤務も無） 

介護休暇 有 有 

社会保険 公立学校共済組合に加入 公立学校共済組合に加入 

雇用保険 非加入 

非加入（61歳を迎える年度時点で、広島市の再任用職

員となる資格がある者（資格があった者も含む）は加

入） 

災害補償 地方公務員災害補償法の適用を受ける。 地方公務員災害補償法の適用を受ける。 

その他 ・広島市職員互助会に加入 

・①及び②は、広島市職員互助会に加入 

・61歳を迎える年度時点で、広島市の再任用職員とな

る資格がある者（資格があった者も含む）は、上記に

かかわらず再任用職員に準じた勤務条件とする。 

※上記の内容は、給与改定等により今後変更される可能性があります。 
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